
 

 

 

 

令和５年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人千葉県社会福祉協議会  

事　業　計　画　書



 

＜ 目  次 ＞ 

 
Ⅰ 事業方針……………………………………………………………………………………… 
 
Ⅱ 重点事業……………………………………………………………………………………… 
 
Ⅲ 事業実施計画………………………………………………………………………………… 
＜１＞地域福祉の基盤強化 

１ 地域共生社会の実現に向けた地域福祉推進基盤の強化…………………………………… 

２ ボランティア・市民活動の活性化並びに福祉教育の推進……………………………………… 

 

＜２＞生活支援・権利擁護機能の強化 

１ 生活福祉資金等貸付制度の運営及び機能強化……………………………………………… 

２ 高齢者・障害者等に対する権利擁護の推進………………………………………………… 

３ 千葉県運営適正化委員会の運営…………………………………………………………………… 

４ 福祉サービスの質の向上に向けた介護サービス情報公表事業の拡充………………………                                           

 

＜３＞大規模災害に備えた基盤強化 

１ 大規模災害時の支援体制の構築及び充実………………………………………………………… 

２ 千葉県ＤＷＡＴの基盤整備への協力……………………………………………………………… 

 

＜４＞福祉サービス事業者への支援  

１ 福祉サービス事業者への経営基盤強化のためのトータルサポートの実施………………… 

２ 福祉サービス事業者の社会貢献への取組支援……………………………………………… 

３ 新型コロナウイルス感染症発生法人に対する応援職員の派遣………………………………… 

 

＜５＞福祉人材の確保・定着及び育成への取組強化                

１ 福祉・介護・保育人材の確保・定着の推進………………………………………………… 

２ 福祉人材養成事業の推進…………………………………………………………………………… 

３ 介護支援専門員実務研修受講試験等の実施……………………………………………………… 

 

＜６＞透明性の高い法人運営と経営基盤の確立                  

１ 経営基盤の確立……………………………………………………………………………………… 

２ 本会運営に関する総合的な企画と政策提言･情報提供の強化……………………………… 

 

Ⅳ 社会福祉研修事業実施計画……………………………………………………………… 
 

 
 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

6 

 

 

8 

9 

10 

11 

 

 

12 

13 

 

 

14 

15 

15 

 

 

16 

18 

19 

 

 

21 

23 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
  

 新型コロナウイルス感染症が国内に蔓延し始めてから３年が経過しました。政府は新型

コロナウイルスの感染症法上の位置付けを本年５月から季節性インフルエンザと同じ「５

類」に引き下げることを決定するなど、ようやく終息への出口が見えてきました。 

 

生活福祉資金特例貸付（緊急小口資金、総合支援資金）も昨年９月末をもって申請受付

が終了し、本年１月からは償還が開始されました。貸付件数は約１２万件、４３７億円余

という未曽有の規模となった貸付を、今後１０年以上にわたって償還事務を行うとともに、

借受人の自立支援のための取組を進めることが重要な課題となっています。 

 

さらに本年４月にはこども家庭庁が創設され、児童福祉法の所管が同庁に移管されるこ

とになります。保育や社会的養護をはじめ、子どもの最善の利益のために、児童福祉の実

践を高めていく必要があります。 

 

 こうした状況を踏まえ、令和５年度は、本会の行動計画である「菜の花コミュニティプ

ラン２０２３」の６つの基本目標を事業の柱として、幅広い関係機関・団体等との連携・

協働を促進し、地域における様々な福祉・生活課題の解決を通じて「ともに生き、ともに

創る 地域共生社会の実現」に向けて取り組んでまいります。 

 

 

○菜の花コミュニティプラン２０２３ ６つの基本目標 

（計画期間：令和３年度～５年度） 

基本目標１  地域福祉の基盤強化 

基本目標２  生活支援・権利擁護機能の強化 

基本目標３  大規模災害に備えた基盤強化 

基本目標４  福祉サービス事業者への支援 

基本目標５  福祉人材の確保・定着及び育成への取組強化 

基本目標６  透明性の高い法人運営と経営基盤の確立 

  

 

 

 

Ⅰ 事業方針 
 



 

 

 

 

 令和５年度は、「菜の花コミュニティプラン２０２３」（令和３年度からの３か年計画）

の計画最終年度として、次の事業に重点をおいた事業展開を図ってまいります。 

 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響を受け所得が減少した世帯等を対象として実施し

た緊急小口資金等特例貸付の償還業務を円滑に行うとともに、市町村社会福祉協議会や

生活困窮者自立支援機関等と連携して借受世帯に対する生活支援に取り組みます。 

 

○ 福祉・介護・保育分野における慢性化した人材不足に対応するため、福祉人材センタ

ー、保育士・保育所支援センター、外国人介護人材支援センター、福祉人材確保に資す

る貸付事業を一体的に推進し、人材確保・定着に取り組みます。 

 

○ 虐待防止対策をはじめ、風通しのよい働き続けられる福祉事業所に向けた環境づくり

や事業運営を推進するため、千葉県社会福祉法人経営者協議会等と連携した研修はもと

より、社会福祉研修センター、運営適正化委員会においても福祉従事者の人権意識の向

上に資する研修等を実施します。 

 

○ 社会的養護のもとで育った若者が、生まれ育った環境によって左右されることなく、

夢と希望をもって成長していけるよう、自立した社会人として巣立つために必要な教育

の支援を行うことを目的として令和５年度に千葉県が創設する「児童養護施設等退所者

に対する奨学金制度」の原資となる基金を創設するとともに、奨学生に対する給付業務

を行います。 

 

○ 千葉県地域防災計画において「千葉県災害ボランティアセンター」及び「広域災害ボ

ランティアセンター」を運営することが位置付けられている「千葉県災害ボランティア

センター連絡会」の運営体制を強化するとともに、「千葉県災害ボランティアセンター運

営マニュアル」の見直しを行います。また、市町村災害ボランティアセンター運営スタ

ッフの育成や、市町村災害ボランティアセンターの設置・運営に係る協定締結、災害救

助費の活用のための委託契約の合意に向けた支援などに取り組みます。 

 

〇 地区社会福祉協議会の組織・活動状況の調査を行うとともに、コロナ禍により活動が

減少した小地域福祉活動の活性化を支援します。また、活動事例の紹介等を通じて、「地

域における公益的な取組」の拡充・推進に取り組みます。 

 

○ 複合化・深刻化している福祉ニーズや生活課題に取り組むため、令和６年度からの本

会事業の方向性を定める「次期菜の花コミュニティプラン」を策定します。 

 

 

Ⅱ 重点事業 
 



 

 
 
 
＜１＞地域福祉の基盤強化                                  

１ 地域共生社会の実現に向けた地域福祉推進基盤の強化 

               【担当：地域福祉推進班】 

人口減少・少子高齢化、地域社会の脆弱化等、社会構造が変化するとともに、地域住民が抱える日常生活

課題が複雑化・複合化する中、地域共生社会の実現に向け、社会福祉協議会には地域ニーズを的確に把握し、

これらニーズに対応した地域ぐるみによる多様な取組が期待されている。 

本会では、市町村社会福祉協議会との関係をさらに強化し、地域福祉専門職や小地域福祉活動の担い手と

なるリーダー等の人材育成、地域福祉フォーラム等小地域福祉活動の促進、重層的支援体制整備事業の推進

などを通じて、住民参加による地域福祉推進の仕組みづくり、多様な関係者との連携・協働などの取組を積

極的に展開していく。 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

１ 地域共生社会の実現を推進

する人材の育成 

個別支援と地域支援を一体的

に進める地域福祉専門職を育成

するため、コミュニティソーシャ

ルワーカー専門研修を実施する

とともに、フォローアップ研修に

より継続的なスキルアップに取

り組む。 

また、住民主体の課題解決体制

を構築する際に小地域活動の担

い手（リーダー）となる人材育成

を推進する。 

 

２ 市町村社協のガバナンスの

強化及び地域づくりの見える

化の推進に向けた取組の強化 

市町村社協のガバナンス強化

として情報公開を進めるととも

に、地域における公益的な取組の

推進、地域福祉活動計画の策定支

援など、地域づくりの見える化を

推進するための取組を強化する。 

また、事務局長会や千葉社協職

員連絡協議会との協働による研

修会等を通じて社協職員の実践

力強化に取り組む。 

（１）地域福祉専門職の育成 

①コミュニティソーシャルワーカー育成研修（専門研

修）の受託・実施（年１回・５日間） 

②コミュニティソーシャルワーカー育成研修（フォロー

アップ研修）の受託・実施（年１回） 

（２）小地域福祉活動の担い手の育成 

①地域の担い手養成講座（コミュニティソーシャルワー

カー基礎研修）の受託・実施（年３回） 

 

 

 

 

 

 

（１）市町村社協の支援強化 

①社会福祉法人としてのガバナンス強化 

ア 自社協のホームページでの適正な経営情報等の開

示の推進（随時） 

イ 地域における公益的な取組を推進するための情報

提供等の実施（随時） 

 ②地域福祉活動計画の策定促進 

ア 地域福祉活動計画の策定・改訂に向けた研修会等

の実施（年１回） 

③市町村社協職員のスキルアップ支援 

ア 市町村社協地域福祉・ボランティア担当職員研修

会（重層的支援体制整備事業の推進等）の開催（年

１回） 

○新 ④地区社会福祉協議会の組織・活動状況調査及び一覧の 

作成 

 

受託 

 

受託 

 

 

受託 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主 

 

 

 

 

自主 

 

 

補助 

 

 

 

自主 

 

Ⅲ 事業実施計画 
 



 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「互いに支え合い安心して暮

らせる地域社会」の構築を目指

した地域福祉フォーラムの取

組の推進 

様々な団体や個人が参加し、地

域づくりのあり方・取り組み方を

考えていく場（話し合いの場、協

働の場）である「地域福祉フォー

ラム」の設置・支援を促進し、各

圏域におけるまちづくりに向け

たプラットフォームを推進する。 

 

 

４ 高齢者の生きがいと健康づ

くりの推進（明るい長寿社会づ

くり推進機構事業の推進） 

活力ある高齢社会への意識啓

発を行うとともに高齢者の生き

がいと健康づくり活動を推進す

ることで｢明るく豊かで活力のあ

る長寿社会｣の実現に取り組む 

（２）市町村社協事務局長会の運営 

①総会（年１回）・役員会（年３回）・専門委員会（随時） 

の開催 

②課題・テーマ別研修会の開催（年２回） 

（３）千葉社協職員連絡協議会の運営 

①代議員会（年１回）、理事会（年４回）、委員会（年４ 

回）の開催 

②階層別研修（年１回）、一般研修（年１回）の開催 

③交流事業の開催（年２回） 

④広報紙「なかま」の発行（年１回） 

⑤関東ブロック郡市区町村社協職員合同研究協議会 

（静岡県）への派遣 

（４）行政・社協の連携強化 

①市町村地域福祉担当課長・市町村社協事務局長合同会 

議の開催（年１回） 

（５）情報発信力の強化支援 

①市町村社協・地区社協向け情報発信力セミナーの開催 

（年１回） 

 

（１）県域の地域福祉関係諸団体との連携・推進 

①地域福祉ちば県民会議（千葉県地域福祉フォーラム） 

の開催（年１回） 

②千葉県地域福祉フォーラム幹事会の開催（年３回） 

③千葉県地域福祉フォーラムシンポジウムの開催 

（年１回） 

（２）地域福祉フォーラムの設置・活動支援 

①基本地域福祉フォーラム、小域地域福祉フォーラムの

設置支援（新規・継続助成） 

②小域地域福祉フォーラムの活動支援（再助成） 

③地域福祉フォーラム設置促進に向けた個別訪問・支援 

等の実施（随時） 

 

（１）「第３５回全国健康福祉祭えひめ大会」（ねんりんピッ

ク愛顔（えがお）のえひめ２０２３）への参加 

①選手等選考委員会の開催（年１回） 

②選手団結団式・説明会の開催（年１回） 

③選手団の派遣、引率等（１０月２７日～１０月３１日） 

 

（２）千葉県社会福祉協議会明るい長寿社会づくり推進機構

運営協議会の開催（年１回） 

 

 

 

 

会費 

 

会費 

 

会費 

 

会費 

会費 

会費 

会費・

負担金 

 

自主 

 

 

参加費 

 

 

 

補助 

 

補助 

補助 

 

 

基金 

 

基金 

補助 

 

 

 

 

補助 

補助 

補助・

負担金 

補助 

 



 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

５ 県域ネットワーク組織として

の結集機能・政策提言機能の強

化 

市町村社協をはじめ、幅広い関

係団体との連携を深め、地域福祉

を推進するための結集機能や政策

提言機能を強化することで、県域

レベルの協働体制を構築する。 

 

６ 福祉関係情報の発信力の強化 

国や県の福祉政策、小地域の福

祉活動情報等を発信することで、

県民に対して本会事業と社会福祉

の理解促進を図る。 

（１）県域関係諸団体との結集機能・政策提言機能の強化 

①千葉県介護保険関係団体協議会の運営 

ア 総会（年１回）・幹事会の開催（年２回） 

  イ 研修会等の開催（年１回） 

②食支援活動実施機関との連携（随時） 

 

 

 

 

 

（１）広報紙「福祉ちば」の発行（年４回発行） 

（２）県民福祉セミナーの開催（年１回） 

 

 

会費 

 

 

自主 

 

 

 

 

 

共募・自主 

共募・自主 

 

 

 

２ ボランティア・市民活動の活性化並びに福祉教育の推進【担当：ボランティア・市民活動センター】                       

ボランティア・市民活動センター事業並びに地域ぐるみによる福祉教育事業の積極的な展開を通じて、地

域共生社会の実現に向け、県民の自主的・主体的な支え合いの活動であるボランティア・市民活動を活性化

するとともに、市町村ボランティアセンターによるボランティア団体やＮＰＯをはじめ、さまざまな組織・

団体による幅広いプラットフォーム構築のため、積極的な支援を展開していく。 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

１ 地域共生社会の基盤づくり

を目指したボランティア・市民

活動の推進 

ボランティア・市民活動センタ

ー事業や県域ボランティア活動

団体・ＮＰＯ等との連携強化など

の取組を通して、県民が社会参加

意識を高め、主体的に地域活動に

取り組む基盤づくりを推進する。 

 

 

 

 

 

（１）ボランティア・市民活動センター事業の推進 

①運営委員会の開催（年１回） 

②情報の収集・発信 

ア ボランティア・市民活動データブックの作成 

（年１回） 

イ ボランティア・市民活動情報紙「エールちば」の

発行（年４回） 

③ボランティア・市民活動推進のための資機材の貸出

（随時） 

④民間助成事業等の活用促進（随時） 

⑤ボランティア保険加入の促進（随時） 

（２）市町村ボランティアセンターの支援強化 

 ①市町村社協地域福祉・ボランティア担当職員研修会の

開催（再掲）（年１回） 

（３）ボランティア・市民活動推進者等の育成・拡大 

①ボランティアコーディネーター研修会 

（基礎編・精神障害編・災害編の開催（各年１回） 

②ボランティアリーダー研修会（ＣＳＷ基礎研修共催）

の開催（年１回） 

 

補助 

補助 

 

 

 

 

自主 

 

自主 

自主 

 

補助 

 

 

補助 

 

補助 



 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地域に根ざした地域ぐるみ

による福祉教育の展開 

学校と地域が連携して地域ぐ

るみによる福祉教育の積極的な

取組を通して、発達段階に応じた

社会参加意識を高め、地域全体で

主体的に地域活動に取り組む土

壌づくりを推進する。 

 

 

３ 介護保険制度における生活

支援体制整備事業への対応 

千葉県新地域支援事業推進協

議会の活動を通して、市町村にお

ける生活支援体制整備事業の取

組を支援する。 

 

（４）ボランティア活動を推進する学生・学校・市町村社協と

のネットワークの構築 

①大学・短大・専門学校の学生ボランティア、大学等担当 

教職員、市町村社協職員向けセミナー等の開催 

（年１回） 

（５）元気高齢者の生きがいと健康づくりを支える仲間づく

り等の支援 

①シニアリーダー育成支援（全国研修会等への派遣事業）

（年１回） 

②地域社会への参加促進及び仲間づくり支援（ちばスマ

イルナビによるシニアサークル等の地域活動情報提

供）（随時） 

③地域活動に関する説明会等の開催（随時） 

（６）県域ボランティア活動団体、ＮＰＯ等との連携強化 

①県ボランティア連絡協議会、県おもちゃ図書館連絡 

会、県たすけあい協議会事業への協力・支援（随時） 

②市民活動推進に向けたＮＰＯ等との連携強化（随時） 

 

（１）地域に根ざした地域ぐるみによる福祉教育の推進 

①福祉教育推進員養成研修の開催（福祉教育プログラム

集の活用による）（年５回） 

②福祉教育推進校及び推進団体に対する助成及び個別支

援等の実施（随時） 

③高校生介護等体験特別事業の実施 

④福祉教育推進連絡会議の開催（年３回） 

⑤福祉教育研究大会の開催（年１回） 

⑥市町村社協福祉教育担当者研修の開催（年１回） 

 

（１）千葉県新地域支援事業推進協議会の運営 

①生活支援体制づくりに関する圏域での情報交換 

（生活支援コーディネーター向けセミナー）等の開催 

 

 

 

補助 

 

 

 

 

補助 

 

補助 

 

 

自主 

 

会費 

 

自主 

 

 

補助 

 

補助・

基金 

補助 

補助 

補助 

補助 

 

 

会費 

 

 

 

 

 

 



 

＜２＞生活支援・権利擁護機能の強化                           

１ 生活福祉資金等貸付制度の運営及び機能強化【担当：福祉資金班】 

 生活困窮世帯の自立を促進するため、市町村社会福祉協議会をはじめ、民生委員や福祉事務所、生活困窮

者自立相談支援機関等との緊密な連携のもと、生活福祉資金等各種貸付事業を実施する。 

特に、新型コロナウイルス感染症の影響により所得が減少した世帯等を対象として行った緊急小口資金等

特例貸付については、昨年度から本格的に償還事務（償還免除を含む）を実施しているが、本年度からは総

合支援資金（延長分）の判定年度別免除の受付も開始することから、引き続き滞りなく業務を推進する。 

また、今後１０年以上にわたる借受世帯への生活支援の体制を整え、適切に支援を行う。 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

１ 生活福祉資金貸付制度の運

営及び機能強化 

低所得者世帯、失業者世帯、

要保護世帯・高齢者及び障害者

世帯の経済的自立と安定した生

活の維持を図るために、生活福

祉資金（総合支援資金、福祉資

金、教育支援資金、不動産担保

型生活資金）、臨時特例つなぎ資

金の効果的な利用と他制度との

連携を強化する。 

また、生活福祉資金等借受世帯

の適正な債権管理を行う。 

 

２ 新型コロナウイルス感染症

に係る緊急小口資金等特例貸

付の債権管理 

緊急小口資金等特例貸付に

係る償還免除や償還事務を適

正に行う。 

また、今後１０年以上にわた

る借受世帯への生活支援の体

制を整え、適切に支援を行う。 

 

３ 災害時における生活福祉資

金特例貸付運営マニュアルの

整備 

  千葉県で大規模災害が発生

し、生活福祉資金特例貸付が実

施されたときに、県外社協から

の応援職員とともに行う貸付

事務を想定した運営マニュア

ルの整備に引き続き取り組む。 

 

（１）各種貸付の実施 

（２）市町村社協への支援の強化 

①担当職員・相談員研修会の実施 

②貸付制度等ハンドブックの更新 

  ③指導監査 

（３）貸付審査等運営委員会における生活福祉資金貸付審査 

の実施（毎月開催） 

（４）制度周知のための広報の実施 

（５）長期滞納世帯に対する適正な債権管理 

①生活状況、居所、相続人等の調査をとおした実態把握 

②生活相談会の開催 

③償還免除を含めた債権の整理 

 

 

 （１）緊急小口資金等特例貸付の償還業務の実施 

 （２）借受世帯への生活支援の体制整備と適切な支援の 

実施 

 

   

 

 

 

 

 

（１）災害時における特例貸付運営マニュアルの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助 

 

補助 

補助 

補助 

補助 

 

補助 

 

補助 

補助 

補助 

 

 

補助 

補助 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

４ ひとり親家庭高等職業訓練

促進資金貸付及び児童養護施

設退所児童等自立支援資金貸

付事業の利用促進及び適正な

債権管理 

就職に有利な資格の取得を

目指すひとり親家庭の親に高

等職業訓練促進資金及び住宅

支援資金の貸付を行い、自立を

支援する。 

また、進学や就職を機に児童

養護施設等の退所者や里親委

託を解除された者の円滑な自

立を支援するための資金の貸

付を行う。 

 

５ 社会福祉事業振興資金貸付

制度の運営と債権管理の適正

実施 

社会福祉事業振興資金の貸

付、適正な債権管理を行う。 

 

（１）ひとり親家庭高等職業訓練促進資金及び児童養護施設 

退所児童等自立支援資金の貸付けの実施 

（２）適正な債権管理 

（３）制度周知のための広報の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）運営委員会による貸付審査 

（２）貸付金の債権管理の適正実施 

 

 

 

補助 

 

補助 

補助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主 

自主 

 

 

 

 

２ 高齢者・障害者等に対する権利擁護の推進【担当：後見支援センター】 

判断能力が低下した人たちへの総合的な権利擁護体制を構築するため、日常生活自立支援事業については、

利用者数の増加に応じた実施体制強化を目指すとともに、成年後見制度との連携強化に向けてさらなる推進

に取り組む。 

成年後見制度利用促進については、関係機関との連携のもと、市町村における地域連携ネットワークの構

築等、体制整備の支援に取り組む。 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

１ 日常生活自立支援事業の基

盤強化 

高齢や障害等により判断能

力が低下した人たちが安心し

て地域生活を送るための支援

方策のひとつである日常生活

自立支援事業の実施体制を強

化するとともに、専門員・生活

支援員の資質の向上を図る。 

（１）千葉県後見支援センターの運営 

①契約締結審査会の開催（年１２回） 

②市町村社協連絡会議の開催（年２回） 

③関係機関連絡会議の開催（年１回） 

（２）市町村社協の運営支援（随時） 

（３）専門員の資質の向上 

①新任研修の開催（年１回） 

②現任研修の開催（年１回） 

 

 

補助 

補助 

補助 

補助 

 

補助 

補助 

 



 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

 

 

 

 

 

 

２ 成年後見制度の利用を促進

するための取組の強化 

成年後見制度の利用を促進

するため、国の成年後見制度利

用促進基本計画に基づく地域

連携ネットワークの構築並び

に中核機関の設置、市町村基本

計画の策定等、市町村の体制整

備を支援するとともに、成年後

見制度の理解促進、市町村長申

立、法人後見実施等の取組を推

進する。 

 

 

 

 

（４）生活支援員の資質の向上 

①養成研修の開催（年６回） 

②現任者及び登録者研修の開催（年１回） 

（５）弁護士・司法書士・社会福祉士紹介サービスの実施 

（随時） 

 

（１）成年後見制度の利用促進体制整備に向けた支援 

①成年後見制度利用促進体制整備のための県域会議の 

開催（年２回） 

  ②成年後見制度利用促進地区別意見交換会の開催 

（年１０回） 

③市町村における地域連携ネットワーク構築を促進す 

るための成年後見制度利用促進体制整備研修会の開 

催（年１回） 

④成年後見制度利用促進体制整備アドバイザーの派遣 

（随時） 

 

（２）成年後見制度の利用を促進するための取組の推進 

①円滑な市町村長申立てを推進するための研修会の 

 開催（年１回） 

②法人後見実施を推進するための研修会の開催 

（年１回） 

③成年後見制度への理解を促進するための研修会の 

 開催（年１回） 

 

補助 

補助 

自主 

 

 

 

受託 

 

受託 

 

受託 

 

 

受託 

 

 

 

受託 

 

受託 

 

受託 

 

 

 

 

３ 千葉県運営適正化委員会の運営【担当：運営適正化委員会】 

社会福祉法 第８３条の規定に基づき、福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）の適正な運営

を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を解決するため、運営適正化委員会に「運

営監視部会」及び「苦情解決部会」を設置し各事業を実施する。 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

１ 福祉サービス利用援助事業

（日常生活自立支援事業）の適

切な運営を確保するための監

視業務の推進 

福祉サービス利用援助事業

の適切な運営を確保するため

千葉県社協及び市町村社協の

運営状況を監視する。 

（１）運営監視部会の定例開催（年6回） 

（２）福祉サービス利用援助事業に関する事業実施状況調 

査の実施（書面調査及び現地調査20か所程度） 

（３）福祉サービス利用援助事業の適切な運営を確保する 

ための助言、指摘、勧告及び県等への提言の実施 

 

 

 

補助 

補助 

 

補助 

 

 

 

 



 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

２ 福祉サービス苦情解決事業

の推進 

福祉サービス利用者等から

の苦情解決に取り組むことで

福祉サービス利用者の権利を

擁護するとともに、福祉サービ

スの質の向上を図る。 

 

３ 事業者段階における福祉サ

ービス苦情解決事業実施体制

の整備に向けた支援の実施 

研修会や事業者に対する巡

回サポート等に行うことで、事

業者自身による苦情解決が適

切に行われるよう支援する。 

 

 

（１）福祉専門職による相談活動の実施 

（２）福祉サービス事業者に対する助言、調査、申入れ、 

斡旋、知事への通知の実施 

（３）苦情解決部会の定例開催（年１２回） 

 

 

 

 

（１）福祉サービス苦情解決事業に関する研修会の開催 

（オンライン形式・参集計年 5回） 

（２）事業者に対する巡回サポート事業（巡回指導）の実 

施（年４か所） 

（３）事業者に対する広報啓発活動の実施 

①アンケート実施、パンフレット作成 

②第三者委員の設置率向上等苦情解決体制整備に向け 

た働きかけ 

 

補助 

補助 

 

補助 

 

 

 

 

補助・

参加費 

 

補助 

 

補助 

 

 

 

 

 

４ 福祉サービスの質の向上に向けた介護サービス情報公表事業の拡充 

                                                【担当：介護サービス情報公表センター】 

事業所が提供する介護サービスの情報を公表するため、県の指定法人として「介護サービス情報公表セ

ンター」を運営し、利用者が適切な事業所・サービスを選択、利用できるように基盤整備を行う。 

 また、これまで県内を５ブロックに分け、５年毎に行ってきた公表サイクルを、令和６年度からの全事

業所毎年度公表に向けて段階的に移行する。 

（令和４年度：2,000事業所⇒令和５年度：3,500事業所⇒令和６年度：8,000事業所へ拡大） 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

１ 介護サービス情報の公表事

業の推進 

介護サービス情報の公表制

度の中枢機関である「介護サー

ビス情報公表センター」を県の

指定法人として運営する。 

 

（１）介護サービス情報公表センターの受託運営 

  ①情報公表対象事業者への通知、報告内容の審査、未報

告事業者への督促、システム上での公表等の実施 

   （公表対象：3,500事業所） 

  ②公正・中立委員会の開催 

 

 

受託 

 

 

受託 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜３＞大規模災害に備えた基盤強化                                   
１ 大規模災害時の支援体制の構築及び充実【担当：ボランティア・市民活動センター】 

千葉県地域防災計画において「千葉県災害ボランティアセンター」及び「広域災害ボランティアセンター」

を運営することが位置付けられている「千葉県災害ボランティアセンター連絡会」の運営体制の強化、会員

１６団体と市町村社会福祉協議会との協働体制強化に取り組む。また、今後の災害時の迅速な支援活動に資

するため、市町村災害ボランティアセンター運営スタッフ研修等の人材育成、運営訓練への参加・連携・協

力、災害ボランティアセンターの設置・運営に係る協定締結や災害救助費の活用のための委託契約内容の合

意に向けた支援などに取り組む。 

東日本大震災により福島県から千葉県内に避難している方への支援については、引き続き戸別訪問等を行

い、生活再建に向けた支援を行う。 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

１ 災害支援ボランティア活動

を推進するための基盤強化 

 市町村災害ボランティアセ

ンター運営スタッフの育成等

を行うとともに、市町村社協と

の協働体制を強化することで

災害にも強いまちづくりの構

築を推進する。 

 

 

 

 

２ 千葉県災害ボランティアセ

ンター運営のための支援 

  大規模災害時に市町村災害

ボランティアセンター活動の

後方支援を担う千葉県災害ボ

ランティアセンターを運営す

る、県域の多様な団体で構成し

ている千葉県災害ボランティ

アセンター連絡会の活動を支

援する。 

 

 

 

 

 

 

（１）市町村社協との連携強化 

①災害ボランティアセンター運営スタッフ（運営支援 

者）研修の開催（年１回） 

②市町村災害ボランティアセンター設置・運営訓練への 

参加・連携・協力（随時） 

③市町村災害ボランティアセンター運営マニュアルの 

作成支援（随時） 

 ④市町村ボランティアコーディネーター研修会（災害

編）の開催（年１回）（再掲） 

（２）市町村災害ボランティアセンターの設置・運営経費の 

確保に向けた取組みの推進（随時） 

 

（１）千葉県災害ボランティアセンター連絡会活動の推進 

①千葉県災害ボランティアセンター・広域災害ボランテ 

ィアセンター立ち上げ訓練の実施（年１回） 

  ②千葉県災害ボランティアセンター連絡会議の開催 

（年３回） 

③災害ボランティアセンター運営スタッフ（運営支援 

者）研修の開催（年１回）（再掲） 

④千葉県災害ボランティアセンター及び広域災害ボラ 

ンティアセンター運営マニュアルの見直し（随時） 

（２）千葉県災害ボランティアセンター用資機材備蓄倉庫の 

管理（４か所）（随時） 

（３）九都県市合同防災訓練への協力（年１回） 

（令和５年度会場：我孫子市） 

（４）災害支援ネットワークちば（CVOAD）との連携並びに災 

害時の「三者連携」の推進（随時） 

 

 

補助 

 

補助 

 

補助 

 

補助 

 

補助 

 

 

 

補助 

 

自主 

 

補助 

 

補助 

 

基金 

 

補助 

 

自主 

 

 

 

 



 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

３ 福島県復興支援員活動の充

実 

 東日本大震災により福島県 

から本県に避難している方  々

に対し、戸別訪問を通して、生 

活上の困りごとに対応すると 

ともに、生活再建に向けた支援 

を行う。 

 

（１）福島県復興支援員活動の充実 

①戸別訪問の実施（随時） 

②避難者支援交流会等への参加（随時） 

 

 

 

 

 

受託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 千葉県ＤＷＡＴの基盤整備への協力【担当：福祉施設経営支援班】 

大規模災害時における高齢者、障害者、子ども、妊産婦等の要配慮者を支援するため、千葉県と共同で「千

葉県災害福祉支援ネットワーク協議会」の事務局を担うとともに、千葉県災害福祉支援チーム（ＤＷＡＴ）

の人材育成や広報活動を行う。 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

１ 千葉県災害福祉支援チーム

（ＤＷＡＴ）体制整備事業の推

進 

災害時の福祉支援を図るため

に県内の福祉関係団体により設

置された千葉県災害福祉支援ネ

ッワーク協議会の事務局を千葉

県とともに担うとともに、ＤＷＡ

Ｔのチーム員養成を行い、大規模

災害発災に備える。 

 

（１）千葉県災害福祉支援ネットワーク協議会への運営 

（２）千葉県災害福祉支援チーム（ＤＷＡＴ）のチーム員 

養成研修の開催 

①登録時研修（年１回） 

②スキルアップ研修（各年１回） 

（チームリーダー、先遣チーム員の養成） 

○新（３）チーム員参集システムの運用・保守 

（４）千葉県ＤＷＡＴの周知・広報 

①本会ＨＰ内にＤＷＡＴコーナーの運用 

②パンフレットの作成配布 

 

その他 

受託 

 

 

 

 

受託 

受託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜４＞福祉サービス事業者への支援                              

１ 福祉サービス事業者への経営基盤強化のためのトータルサポートの実施【担当：福祉施設経営支援班】 

福祉サービス事業者は、福祉人材の確保やＩＣＴの導入によるサービスの効率化、新型コロナウイルス

感染症への対応や物価高騰による減収など様々な課題を抱えており、特に社会福祉法人にあっては地域に

おける公益的な取組を積極的に進めることが求められている。 

本会は、このような課題解決をサポートするため、「社会福祉施設経営指導事業」を中心とした相談支援

を行うととともに、千葉県社会福祉法人経営者協議会をはじめ各種別協議会の運営・活動を支援すること

により、福祉サービス事業者の経営基盤強化を促すほか、高齢者施設等で新型コロナウイルス感染症が発

生した法人や居宅に対して職員派遣することで業務の継続を支援する。 

また、介護職員をはじめとする福祉人材の確保・定着に向けた対策として重要な仕組みである「社会福

祉施設職員等退職手当共済制度」を推進する。 

併せて、福祉サービス事業者が質の高いサービスを提供できるよう、施設の整備、拡充、補修等に必要

な資金の融資を行う。 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

１ 社会福祉施設経営指導事業

等を通じた福祉サービス事業

者への支援 

福祉サービス事業者が質の

高いサービスを提供できるよ

う、経営上の課題に対して助言

指導を行うことで経営基盤の

強化を図るとともに、種別協議

会の運営を支援し、各団体の活

動の活性化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 社会福祉施設従事者のため

の退職手当共済制度の推進 

独立行政法人福祉医療機構が

推進する退職手当共済制度の事

務手続きの一部を担い、社会福祉

施設等の職員の退職手当金の確

保を図る。 

 

（１）福祉サービス事業者の施設運営への助言・指導 

①会計等（公認会計士・税理士） 

②労務（社会保険労務士） 

③法律（弁護士） 

（上記３分野について月２回ずつ、専門職相談員を配置し

て実施） 

（２）社会福祉法人・施設運営への支援事業の実施 

①「相談事例集(Ｑ＆Ａ）」の作成(年１回) 

②経営支援セミナーの実施(年１回) 

③千葉県社会福祉法人経営者協議会と連携した法人情 

報公開の推進 

（３）種別協議会の支援 

①千葉県社会福祉法人経営者協議会の運営支援 

②千葉県保育協議会の運営支援 

③千葉県福祉医療施設協議会の運営支援 

④その他各種別協議会との連携 

 

（１）届出書類の受理及び独立行政法人福祉医療機構への 

送付、連絡調整 

 

 

 

 

補助 

 

 

 

 

 

補助・

助成 

 

 

 

補助・

受託他 

 

 

 

 

受託 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

３ 社会福祉事業振興資金貸付

制度の運営と債権管理の適正

実施 

社会福祉事業振興資金の貸

付、適正な債権管理を行う。 

（再掲、福祉資金部で実施） 

 

（１）運営委員会による貸付審査（再掲） 

（２）貸付金の債権管理の適正実施（再掲） 

自主 

 

 

２ 福祉サービス事業者の社会貢献への取組支援【担当：福祉施設経営支援班】 

社会福祉法人が地域福祉の推進に寄与し、社会から公益的な組織として認知されるよう千葉県社会福祉

法人経営者協議会と連携して、各法人及び法人間連携による「地域における公益的な取組」を支援する。 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

１ 福祉サービス事業者の社会

貢献への取組支援 

  社会福祉法人は、地域におけ

るセーフティネットの担い手

として、社会貢献活動が求めら

れていることから、その促進と

実践に向けての取組を支援す

る。 

 

（１）社会福祉法人の地域における公益的な取組の実践支援 

①地域における公益的な取組の事例集（動画）の作成 

(３事例） 

②大規模災害時における法人間の助け合いの仕組みの 

構築 

（２）「若者チャレンジ支援デュアル・システム」奨学制度 

の推進 

①高等学校、養成校に対する奨学制度の周知 

②千葉県社会福祉法人経営者協議会会員への賛同の推

進 

 

その他 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

３ 新型コロナウイルス感染症発生法人に対する応援職員の派遣【担当：福祉施設経営支援班】 

高齢者施設等で感染者が発生し、介護職員の出勤が困難等の事由により介護職員が不足し、施設等の運

営主体のみでの対応が困難になった場合等に職員派遣のコーディネートを行う。 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

１ 応援職員の登録及び派遣調   

 整 

  感染症発生施設等における

介護職員体制を支援するため、

応援職員の募集、感染防止対策

研修の実施、派遣職員の調整、

職員派遣までの一連の業務を

実施する。 

 

（１）応援職員の登録・研修 

①高齢者福祉サービス事業所への応援可能職員の募集、

応援職員（施設介護・訪問介護・看護師）に対する感

染防止対策研修の実施（年１回）、応援職員名簿への登

録 

（２）応援職員の派遣調整 

①施設等からの派遣要請を受け、県・関係団体・派遣元 

施設と調整し、応援職員を派遣 

受託 

 

 

 

 

受託 

 

 



 

＜５＞福祉人材の確保・定着及び育成への取組強化                      

（１）福祉・介護・保育人材の確保・定着の推進 

【担当：福祉人材センター、資金貸付班、保育士・保育所支援センター、外国人介護人材支援センター】 

人口減少・少子高齢社会に突入し、福祉・介護・保育ニーズは一層拡大するとともに、労働環境の変化な

どにより、福祉人材の不足が年々深刻化するなか、福祉人材確保・定着対策は喫緊の課題となっている。 

 福祉人材センターは、求人・求職の登録と職業紹介によるきめ細かな就労支援（マッチング支援）を行う

とともに、就職面談会（就職フェア）、施設見学会等を開催し、福祉のしごと職場体験やメンタルサポート事

業などを積極的に実施しながら、福祉分野への人材確保・定着に向けた取組を展開する。 

 また、外国人介護人材支援センターは、介護職への就労を目指す留学生及び就労している介護職員等への

相談事業や交流会を行うとともに、メンタルヘルスセミナー等の事業者への支援事業を実施していく。 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

１ 千葉県福祉人材センターの

運営 

福祉人材システムを活用し、

社会福祉施設等へ就職を希望

する人の求職登録や、社会福祉

施設等からの求人登録を受付

け、就職の斡旋・紹介を行う。 

また、介護福祉士等の資格

取得者に対し、届出制度への

加入促進を図り、人材確保に

つなげる。 

 

２ ちば保育士・保育所支援セ

ンターの運営 

オンラインシステムを活用

し、保育現場への就職を希望す

る潜在保育士に加え放課後児

童支援員の求職登録や、認可保

育施設等から求人申込みを受

付け、就職の斡旋・紹介を行う。 

また、養成校の訪問、就職面

談会の開催などを行い、保育施

設等従事者の人材確保を図る。 

 

３ 千葉県外国人介護人材支援

センターの運営  

外国人介護人材支援センタ 

ーの認知度向上を図りながら

介護職を目指す留学生や外国

人介護職員等に対して電話、

来所並びに施設及び日本語学

校等への訪問などによる相談 

（１）介護人材マッチング事業の実施 

（求職者に対する積極的かつ継続的なアプローチによ

る就労支援の強化） 

（２）離職介護福祉士の届出制度の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）保育士人材マッチング事業の実施 

（２）保育士養成校の訪問（２０回） 

（３）就職面談会（保育フェスタ）の開催（年２回） 

○新（４）オンライン相談の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）相談等による外国人介護職員等に対するメンタルサ

ポートの実施 

（２）外国人を雇用している施設等を対象とした職場にお

けるメンタルヘルスに関するセミナーの開催 

（年２回） 

（３）留学生や外国人介護職員等の交流会の開催（年３回） 

（４）千葉県留学生受入プログラムの参加者を対象とした

歓迎行事の開催（年１回） 

受託 

 

 

受託 

 

 

 

 

 

 

 

 

受託 

受託 

受託 

受託 

 

 

 

 

 

 

 

 

受託 

 

受託 

 

 

受託 

受託 

 



 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

支援を行うことで、安心して学

び、働くことができる環境をつ

くるとともに、事業者に対する

支援事業を行いながら外国人

介護人材の確保・定着を図る。 

 

４ 福祉職場就職説明会等の開

催 

社会福祉施設等への就職希

望者を対象に、施設・事業所担

当者との個別面談・業務内容説

明の場を設け、福祉人材確保・

就労促進を図る。 

また、就職ガイダンスや施設

見学会等を開催し、福祉職場に

対する理解を図りながら、幅広

い人材の確保・就労につなげて

いく。 

 

５ 福祉人材確保のための情報

（魅力）発信・広報機能の強化 

福祉の仕事に関する情報や、

福祉人材センターにおける就

職フェア・各種セミナー等の開

催情報などを広く周知するた

め、様々な場面でパンフレット

等の広報ツールを効果的に配

布するとともに、ＳＮＳ等を活

用して幅広い世代に情報を発

信する。 

 

６ 介護人材確保・定着対策事業

の推進 

  ハローワークでの就職相談

等を通じて、幅広く介護人材の

確保・充実を図る。 

また、離職対策や業務改善、

働きやすい職場環境づくり等

に関するセミナーを開催する

とともに、職場における人間関

係等の悩みや不安に対し、適切 

（５）外国人を雇用したい施設・事業所への制度説明会の

開催（年２回） 

（６）外国人受入施設等の中堅管理者向け労務研修の開催 

（年２回） 

 

 

（１）福祉のしごと就職フェアの開催 

（４月千葉市、５月柏市、６月成田市など計５回開催） 

（２）福祉のしごと就職ガイダンスの開催（年３回） 

（３）福祉のしごとセミナーの開催 

（４）福祉施設見学会の開催（年６回） 

（５）福祉のしごと職場体験事業の実施 

 

 

 

 

 

 

 

（１）福祉人材センターパンフレットの作成・配布・啓発 

（２）福祉のしごとインフォメーションの作成・配布 

（３）福祉人材センターホームページの充実 

（４）中央福祉人材センターの求人情報サイト「福祉のお

仕事」との連携 

 （５）若年層をターゲットとした広報ツールの運用 

    （LINE・Facebook等） 

  

 

 

 

 

（１）キャリア支援専門員による出張相談等の実施 

（年 100回） 

（２）人材定着支援アドバイザー（メンタルヘルスサポー

ト相談員）の配置、相談対応 

（３）介護・福祉人材定着を図るための新任職員応援プロ

グラム及び中堅管理者向け労務研修の開催 

（年３回） 

 

受託 

 

受託 

 

 

 

受託 

 

受託 

受託 

受託 

受託 

 

 

 

 

 

 

 

受託 

受託 

受託 

受託 

 

受託 

 

 

 

 

 

 

受託 

 

受託 

 

受託 

 

 

 

 

 



 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

な相談・助言をすることで、介

護人材の離職防止を図る。 

 

 

７ 福祉人材の確保に資する貸

付事業の実施 

   介護・保育人材の確保を図る

ために、介護福祉士修学資金、

社会福祉士修学資金、福祉系高

校修学資金、介護分野就職支援

金、保育士修学資金などの貸付

を推進する。 

 

８ 教員免許特例法に基づく介

護等体験受入調整事業の実施 

「小学校・中学校の教諭の普通

免許状授与に係る教育職員免

許法の特例等に関する法律」に

基づき大学短大生で義務教育

教員免許を志望する学生に対

して、社会福祉施設での介護等

体験の受入調整等の事務を行

う。 

 

 

 

 

 

（１）養成施設・研修施設等との連絡調整、各制度の広報

啓発活動の実施 

（２）貸付の適正な運営・管理の実施 

 

 

 

 

 

 

（１）介護等体験希望学生に係る連絡・調整及び基本台帳

の作成・保管 

（２）受入調整システムの運用・管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助 

 

補助 

 

 

 

 

 

 

自主 

 

自主 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 福祉人材養成事業の推進【担当：社会福祉研修センター】 

「地域共生社会」の実現に向けて、福祉行政職員にはより高度で専門的な知識の修得と相互連携が求めら

れ、積極的な役割を果たしていくことが期待されている。 

地域福祉の推進を目的とする本会は、県の企画提案型募集による、社会福祉行政職員対象研修を受託する

に相応しい団体として、当該事業受託に向け積極的な取組を進める。 

また、質の高い福祉サービスを提供する上で、福祉・介護人材の専門能力の向上は重要な課題であること

から、社会福祉施設等職員に対する時宜にかなった多様な研修を実施するとともに、職員のキャリア形成に

必要な能力開発の機会を提供し、職員のモチベーション向上と職場定着を図る。 

さらに、令和４年度に設置した関係団体及び外部有識者等による研修運営委員会において、より福祉現場

のニーズにあった研修企画等の検討を行う。 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

１ 社会福祉行政職員等研修事

業（県委託研修）の実施 

県及び市町村の社会福祉行 

（１）社会福祉行政職員研修（１３課程／２４日） 

社会福祉行政新任者研修、生活保護法地区担当員研 

修、家庭児童相談員研修等 

受託 

 

 



 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

政職員等の資質向上を図る

ため、企画提案型募集による

県委託研修を受託し、実施す

る。 

 

２ 社会福祉施設等職員研修 

（本会独自研修）の実施 

福祉職場に就職後の定着を

応援するとともに、福祉を担

う優れた人材の育成と資質の

向上を目指し、本会で独自に

企画する各種研修を現場のニ

ーズに合わせて実施する。 

 

３ 福祉現場のニーズに合った

研修内容の企画等の検討 

より現場のニーズに合った

研修内容の企画や受講者数の

増加に向けて関係団体及び外

部有識者による委員会を開催

し、協議・検討を行う。 

 

（２）児童虐待対応職員法定研修（４課程／３２日） 

児童福祉司資格認定指定講習会、児童福祉司任用前研 

修、児童福祉司任用後研修、要保護児童対策調整機関 

調整担当者研修 

 

（１）独自研修の実施（５０課程） 

 階層別・課題別・職種別によりそれぞれ企画・立案し

た研修を集合研修またはオンライン研修により開催 

 

 

 

 

 

 

（１）研修運営委員会の開催（年２回） 

（２）研修管理システムの周知・広報 

 

受託 

 

 

 

 

参加費 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主 

自主 

 

 

 

 

 

３ 介護支援専門員実務研修受講試験等の実施【担当：介護支援専門員養成班】 

千葉県より試験及び研修実施機関として指定を受け、介護支援専門員資格を付与するための全国統一試験

及び実務研修を実施する。 

また、介護支援専門員資格取得後の実務未経験者を対象とした介護支援専門員証の更新に必要な研修及び

介護支援専門員証の再交付を受けるために必要な研修を実施する。 

なお、研修の実施にあたっては、基本的にオンラインによる講義を主体とすることを継続するが、社会情

勢を鑑みつつ県担当課や実務研修委員会と協議し、最良と思われる方法を選択し実施する。 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

１ 介護支援専門員実務研修受

講試験及び実務研修等事業の

実施 

介護保険制度の重要な担い

手である介護支援専門員の高

い資質を確保することを目的

とする。 

 

（１）介護支援専門員実務研修受講試験の実施 

①対象者  約２，０００人 

②実施時期（予定日）令和５年１０月８日（日） 

（２）介護支援専門員実務研修の実施(年 1回) 

①対象者  約４００人 

②実施時期 令和６年１月～６月 

                     

受験料 

 

 

受講料 

 

 



 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 介護支援専門員指導者の資

質向上 

実務研修等の講師を担う介

護支援専門員指導者の資質の

向上を図る。 

 

（３）介護支援専門員更新・再研修の実施（年２回） 

①第１回 

ア 対象者  約２００人 

イ 実施時期 令和５年９月～１２月 

②第２回 

ア 対象者  約２００人 

イ 実施時期 令和５年１１月～２月 

（４）千葉県介護支援専門員実務研修委員会の開催 

（年４回） 

 

（１）介護支援専門員指導者研修会の開催（年１回） 

 

受講料 

 

 

 

 

 

 

自主 

 

 

自主 

 

 



 

＜６＞透明性の高い法人運営と経営基盤の確立                       

１ 経営基盤の確立【担当：総務班】 

 経営組織のガバナンスの確立に継続的に取り組むとともに、働き方改革への対応としては職員の時間外労

働の削減や有給休暇の取得日数増等を通じた働きやすい職場環境の構築に取り組む。 

また、令和４年度末に千葉県が創設した「児童養護施設等退所者に対する奨学金制度」の原資となる基金

を創設し、企業や県民に対し寄附金の協力を得るために積極的な広報活動を行うとともに、年度後半からは

令和６年度奨学生に対する給付業務を開始する。 

さらに、新千葉県社会福祉センターでの業務を開始するとともに、旧千葉県社会福祉センターの維持管理

も継続して行う。 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

１ 法人運営の強化 

市町村社会福祉協議会や福

祉関係団体、関係機関・団体等

との連携を軸としてガバナン

スの確立に取り組むとともに、

補助金・委託金による財源を確

保しつつ、事業収入、会費等の

自主財源の拡大に取り組み、経

営基盤の強化を図る。 

  また、働き方改革への取組と

して職員の時間外労働の削減

及び有給休暇の取得日数増に

取り組む。 

   

 

２ 職員資質向上プログラムの

推進 

本会職員の資質向上のため、

各種研修の実施により、業務遂

行上の専門的知識等を習得す

る。 

 

３ 千葉県社会福祉大会の開催 

福祉関係者が一堂に会し、多

年にわたり社会福祉の発展に

功労のあった方々を表彰し、感

謝の意を表することにより本

県の社会福祉の一層の発展を

図る。 

 

（１）理事会及び評議員会の開催 

（２）評議員選任・解任委員会の開催 

（３）正副会長会議の開催 

（４）顧問会議の開催 

（５）市町村社協会長会議の開催 

（６）監事監査、内部監査の実施 

（７）公認会計士等による外部評価の実施 

（８）法人運営状況の情報公開 

（９）福祉施設・事業所及び企業等の賛助会員を含めた会 

員の拡大 

（10）自主財源の獲得強化 

（11）働き方改革への対応（時間外労働の削減、有給休暇 

取得率の向上等） 

（12）職員災害時対応訓練の実施 

 

（１）階層別研修の実施 

（２）専門知識習得のための専門研修の実施 

（３）資格取得援助制度の実施 

 

 

 

 

（１）第７３回千葉県社会福祉大会の開催 

（２）運営委員会・表彰選考委員会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主 

自主 

自主 

自主 

自主 

自主 

自主 

自主 

自主 

 

自主 

自主 

 

自主 

 

自主 

自主 

自主 

 

 

 

 

補助・

共募・

自主 



 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

４ 各種基金の運営管理 

各種基金の適正な管理運営

及び資産運用を図り、より効果

的な事業助成に努める。 

また、令和５年度に千葉県が

創設する「児童養護施設等退所

者に対する奨学金制度」の原資

となる基金を創設するととも

に、奨学生に対する給付業務を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 旧千葉県社会福祉センター

の維持・管理 

 

（１）千葉県社会福祉基金 

①研修事業及び社会福祉活動を推進する事業への助 

成（年１回） 

②運営委員会の開催（年１回） 

 

（２）交通遺児援護基金 

①見舞金、勉学奨励金、激励金等の支給（随時） 

②子どもの居場所づくり応援事業への助成（年１回） 

③運営委員会の開催（年１回） 

④制度の広報・啓発による事業の推進（随時） 

 

（３）菜の花コミュニティ基金 

①社協が実施する地域福祉を目的とする事業、各種情

報提供のための事業、その他重要課題への取組のた

めの事業への助成（年１回） 

②災害発生時におけるボランティア対応等への助成 

（随時） 

 

（４）地域ぐるみ福祉振興基金 

①ボランティア等市民福祉活動及び福祉教育活動を 

促進する事業等への助成（年１回） 

②地域福祉フォーラムの設置及び継続的な活動を促 

進するための助成（年１回） 

③運営委員会の開催（年１回） 

   

○新（５）児童養護施設等退所者に対する奨学基金の創設 

   ①寄附金の協力を得るための広報活動（随時） 

②奨学生の決定（年１回） 

③奨学金の給付（年２回） 

④奨学生の学業状況の確認（年１回） 

 

○新（１）旧千葉県社会福祉センターの維持・管理（随時） 

 

 

寄附・ 

自主 

 

 

 

寄附・ 

自主 

 

 

 

 

寄附・ 

自主 

 

 

 

 

 

寄附・ 

自主 

 

 

 

 

 

寄附・ 

補助 

 

 

 

 

自主 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 本会運営に関する総合的な企画と政策提言･情報提供の強化【担当：総務班】 

本会行動計画「菜の花コミュニティプラン２０２３」が計画最終年度となることから、次期行動計画を

策定するとともに、政策調整委員会での協議を踏まえ、千葉県の福祉施策に関する提案・要望活動を強化

する。 

 

事業名・目的 主な実施事項 財源 

１ 政策調整委員会の運営 

ＰＤＣＡサイクルを徹底す

るとともに、次年度千葉県予算

に関する提案・要望事項等の検

討を行うことで政策提言機能

を強化する。 

 

２ 情報機能の強化 

国・県の福祉政策に関する情

報収集を強化するとともに、情

報提供機能の強化に取り組む。 

 

３ 行動計画「菜の花コミュニテ

ィプラン２０２３」の進行管理

及び次期「菜の花コミュニティ

プラン」の策定 

菜の花コミュニティプラン

２０２３の最終評価を行うと

ともに、次期行動計画を策定す

る。 

 

（１）政策調整委員会の開催（年４回） 

①事業評価の実施 

②次年度千葉県予算に関する提案・要望事項の検討 

③事業計画の検討 

 

 

 

（１）情報収集・提供活動の充実 

①ホームページの管理及び内容の充実 

②「千葉県社協ニュース」の発行（年１２回） 

 

 

（１）菜の花コミュニティプラン２０２３の進行管理 

○新（２）次期「菜の花コミュニティプラン」の策定 

自主 

 

 

 

 

 

 

自主 

 

 

 

 

自主 

自主 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

令和５年度 

 

社会福祉研修事業実施計画 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

１ 社会福祉行政職員研修 

研 修 課 程 研  修  対  象 
実施時期 

（月） 

受講定員 

（人） 

実施日数 

（日） 

社会福祉行政新任者研

修 

県及び市町村において新規採用又は配置

替えにより新たに福祉行政を担当するこ

ととなった職員 

5・6 100 4 

生活保護法担当新任地

区担当員研修 

県及び市において生活保護行政事務を新

たに担当することとなった職員 
5・6 150 4 

生活保護法担当地区担

当員研修 

県及び市において生活保護行政の地区担

当として業務処理に当たる職員 
7 60 2 

生活保護法指導監督職

員研修 

県及び市において生活保護法担当の査察

指導員の職にある職員 
8 40 1 

知的障害者（児）福祉行

政担当職員研修 

県及び市町村において知的障害者福祉行

政の業務を担当する職員 
10 40 1 

精神保健福祉行政担当

職員研修 

県及び市町村において精神障害者福祉行

政の業務を担当する職員 
11 40 1 

身体障害者（児）福祉行

政担当職員研修 

県及び市町村において身体障害者福祉行

政の業務を担当する職員 
12 40 1 

高齢者福祉行政担当職

員研修 

県及び市町村において高齢者福祉行政の

業務を担当する職員 
7 60 2 

社会福祉法人会計監査

担当職員研修 

社会福祉法人及び各種社会福祉施設に対

し経理監査と指導を行う者 
5・6 100 2 

家庭（児童）相談員研修 
県及び市において家庭（児童）相談員の職

にある職員 
7 60 1 

母子・父子自立支援員、

婦人相談員研修 

県及び市において母子・父子自立支援員・

婦人相談員の職にある職員 
9 60 1 

児童福祉司・児童相談員

研修 

県において児童福祉司・児童相談員の職

にある職員 
8 60 2 

児童心理司(心理判定

員)研修 

県及び市の社会福祉関係機関に勤務する

児童心理司の職にある職員 
6・7 80 2 

計 13課程   890 24 

 

 

 

 

Ⅳ 社会福祉研修事業実施計画 
 

 

Ⅳ 社会福祉研修事業実施計画 
 

 

Ⅳ 社会福祉研修事業実施計画 
 

 

Ⅳ 社会福祉研修事業実施計画 
 

 

Ⅳ 社会福祉研修事業実施計画 
 

 

Ⅳ 社会福祉研修事業実施計画 
 

 

Ⅳ 社会福祉研修事業実施計画 
 

 

Ⅳ 社会福祉研修事業実施計画 
 



 

２ 児童虐待対応職員法定研修 

研 修 課 程 研   修   対   象 

実施時

期

（月） 

受講定

員

（人） 

実施 

コース 

（回） 

実施日

数

（日） 

児童福祉司資格 

認定指定講習会 

 児童福祉法施行規則第6条第6号から

第 10号まで及び第13号に規定する者の

うち、児童福祉司の任用資格取得を目指

すもの 

5月～

6月 
40 

1 6 

児童福祉司 

任用前講習会 

児童福祉法第 13条第 3項第 5号又は児

童福祉法施行規則第 6 条第 11 号若しく

は同条第12号に規定する者のうち、児童

福祉司に任用予定の者 

5月～

6月 
40 

児童福祉司 

任用後研修 

児童福祉法第 13 条第 3 項に規定する者

のうち、児童福祉司として任用された者 

7月～

2月 
80 2 12 

要保護児童 

対策調整機関 

調整担当者研修 

児童福祉法施行規則第25条の28第 2項

に定める調整担当者として職務を行う

者 

6月～

2月 
80 2 14 

計 4課程  240 5 32 

 

 

 

 



 

３ 社会福祉施設等職員研修 

種類 No. 研修項目 受講対象 

階層別 

１ キャリアパス（管理職員編） 管理者 

２ キャリアパス（チームリーダー編・第１回） 主任、リーダー 

３ キャリアパス（チームリーダー編・第２回） 主任、リーダー 

４ キャリアパス（中堅職員編・第１回） 入職後概ね３～５年の職員 

５ キャリアパス（中堅職員編・第２回） 入職後概ね３～５年の職員 

６ キャリアパス（初任者編） 入職後３年以内の職員 

７ 福祉入門講座（集合研修） 新人職員 

８ 福祉入門講座（オンライン研修） 新人職員 

９ 接遇マナー（新卒者） 新人職員 

１０ 接遇マナー（既卒者） 新人職員 

１１ 障害福祉基礎 障害者児施設新人職員 

課題別 

１２ コミュニケーション 介護職・援助職 

１３ アサーティブ 介護職・援助職 

１４ ファシリテーション 介護職・援助職 

１５ コーチング 介護職・援助職 

１６ アンガーマネジメント 介護職・援助職 

１７ メンタルヘルス 介護職・援助職 

１８ 人事労務管理 管理者 

１９ インボイス制度 管理者 

２０ ハラスメント対策 管理者 

２１ リスクマネジメント 管理者 

２２ クレーム対応 管理者 

２３ 防災・減災（ＢＣＰ ／ 訪問・相談支援） 管理者 

２４ 防災・減災（ＢＣＰ ／ 感染症対策） 管理者 

２５ ＩＣＴ活用 管理者 

課題別 ２６ 人材定着支援 管理者 



 

２７ 介護保険制度 管理者 

２８ 虐待防止（高齢者） 介護職・援助職 

２９ 虐待防止（障害者） 介護職・援助職 

３０ 成年後見制度 介護職・援助職 

３１ 認知症ケア 介護職・援助職 

３２ 介護技術（基礎編） 介護職・援助職 

３３ 介護技術（実践編） 介護職・援助職 

３４ 医学知識 介護職・援助職 

３５ 看取りケア 介護職・援助職 

３６ グリーフケア 介護職・援助職 

３７ 薬の知識 介護職・援助職 

３８ 排泄ケア 介護職・援助職 

３９ 口腔ケアの基礎知識 介護職・援助職 

４０ 介護記録の書き方 介護職・援助職 

４１ レクリエーション 介護職・援助職 

４２ 発達障害の理解 介護職・援助職 

職種別 

４３ 会計と簿記（入門） 新任経理担当者 

４４ 会計と簿記（初級） 新任経理担当者 

４５ 決算準備 経理担当者 

４６ 社協職員スキルアップ 社協職員 

４７ ケアマネスキルアップ（課題整理総括表） 介護支援専門員 

４８ 看護職員スキルアップ 看護職 

４９ 機能訓練指導員 機能訓練指導員 

５０ デイサービス相談員 相談員 

 




